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本セミナーは、わが国ではスポーツ調停制度がほとんど利用されてきていない現状において、諸

外国では、調停制度がどのように活用され、どのような形の調停が行われているのか、スポーツ

調停の可能性について議論することを目的に開催した。本セミナーは、Zoom にて2022年12月 4 日

（日）午前 9 時～11時30分に行われた。講師をお願いした、小川和茂氏は、日本スポーツ仲裁機構

（JSAA）の専門員も務められており、さらにカナダのスポーツ紛争解決センター（SDRCC）にも

勤務された経験もあり、造詣が深い。小川氏には、「カナダのスポーツ紛争解決センター（SDRCC）

の概要：スポーツ調停の特徴」というテーマで、カナダのスポーツ紛争解決の仕組みについて解説

をしてもらった。Paul Godin 氏は、カナダの弁護士さんで、スイスのスポーツ仲裁裁判所（CAS）

において調停人を務められており、さらにカナダのスポーツ紛争解決センター（SDRCC）でも長

年調停人を務めている国際的には著名なメディエーターである（なお、彼の冒頭の挨拶（別紙スラ

イド）は彼が暮らすカナダの原住民の方々への敬意の言葉から始まっている。これは彼の人柄を示

すものといえる。）。Godin 氏には、「スポーツ紛争におけるメディエーションの可能性」ということ

で、SDRCC の設立の経緯から実際の調停実務についてご報告いただいた。

【解題】

〇スポーツ紛争解決センター（SDRCC）について

カナダのスポーツ紛争解決センター（Sport Dispute Resolution Centre of Canada: SDRCC）は、

連邦法に基づき、2004年に設立された。設立までの経緯については Godin 報告（スライド 7 、 8 ）

を参照頂きたい。カナダの身体活動およびスポーツ法（Physical Activity and Sport Act of Canada）
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の第10条は、SDRCC について次のように定めている。

「センターの使命は、スポーツコミュニティにａ）スポーツ紛争に対する国内の裁判外紛争解決

サービスを提供すること、およびｂ）裁判外紛争解決に関する専門知識と支援を提供することであ

る。」

SDRCC では、裁判外紛争解決サービスとして、仲裁、調停、紛争解決ファシリテーション

（Resolution Facilitation: RF）、Med/Arb（調停から仲裁に移行）が提供されている。

RF とは、小川報告（スライド14）でも触れられているが、仲裁を行う前に、争点整理のような

形で、調停が前置されているものである（SDRCC 規則によれば、RF は SDRCC が認定するメディ

エーターが行うものとされている）。ドーピング違反の事案などの一定の事案では、必置のもとと

されている。SDRCC によれば、「紛争解決ファシリテーションは、紛争に関与する当事者がより効

果的にコミュニケーションを取り、合意に向けて取り組むことを可能にする支援プロセスです。解

決ファシリテーターは中立的な「プロセスマネージャー」であり、その役割は、当事者が互いによ

り良いコミュニケーションをとり、友好的な和解を通じて紛争を解決するのを助けることです。そ

のような和解が不可能な場合、解決ファシリテーターは、当事者が紛争を解決するために SDRCC

によって提供されるその他の選択肢を理解するよう支援します。」と説明されている。なお、RF は

2006年に導入された制度である。

〇スポーツ調停とは何か

ここでは、スポーツ調停の特徴について考えてみたい（なお、概念上、調停と欧米のメディエー

ションとは異なるとされるが、本稿では、便宜上、調停という言葉を用いることを予めご了解いた

だければと考える）。日本スポーツ仲裁機構（JSAA）によれば、「スポーツ調停（和解あっせん）手

続とは、スポーツに関する紛争についての当事者間の話し合いの場に調停人が臨席し、公平な第三

者として助言等を適宜することによって、当事者が円満な和解に迅速に至るようにあっせんする手

続です。」と定義されている。一方、SDRCC 規則では、「紛争解決の促進（Resolution Facilitation: 

RF）と調停は、拘束力のない非公式のプロセスであり、そこでは、各当事者は、スポーツに関連す

る紛争を解決する目的で、紛争解決ファシリテーター（RF）／調停者の支援を受けて、他のすべ

ての当事者と誠実に交渉することを約束します。」（規則4.1）と定義されている。また、CAS では、

「CAS 調停は、スポーツ関連の紛争を解決するために、各当事者が相手方と誠実に交渉を試みるこ

とを約束する調停合意に基づく、拘束力のない非公式な手続きです。当事者は、CAS 調停人によっ

て交渉の支援を受けます。」（CAS 調停規則第 1 条）と定義されているように、前者と後二者では、

若干スタンスが異なるように思われる。JSAA の調停の特徴は、助言による調停（和解あっせん）

であるのに対して、後者はあくまでも交渉の支援であり、文言上は、介入のあり方に違いがみられ

る（なお、小川氏からは、実質的には、同じであるとのご指摘を頂いた。）。

一方、三者の共通点としては、スポーツ紛争に「調停」という技法が適用されていると理解され

ている点であろうか。これら定義は、スポーツ調停の定義というよりも、「調停」の定義に近いとい

える。では、スポーツ調停としての特殊性はあるのであろうか。

（ 1 ）

（ 2 ）
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Godin 報告（スライド18）によれば、スポーツメディエーション固有のダイナミックスの存在に

ついて言及している。

・選手たちは、仲間である相手を傷つけることを避ける傾向がある。

・チームや団体内では共有化された目標がある。

・選手・コーチ・指導者は家族的な関係にあるため、敵対的な紛争を避ける傾向がある。

・代表選考など緊急性のある事案がある。

・「勝つか負けるか」というゼロサム構造がある。

・助成金の分配などどちらか一方という分配をめぐる利害関係の強いケースがある。

・ 選手によっては国際大会などで海外遠征中であったり、カナダでは州を跨ぐケースなどもあり、

時差の問題などもある。

・国際競技団体の決定など外部の決定が影響する場合がある。

・ パブリック性　スポーツ選手は多くの人々の関心の的であり、内密にしていても外部に情報が漏

れやすい環境にある。特に、現代社会は、SNS の普及によって内密に事を進めていくことが難し

い。

そして、このようなスポーツ界の特殊性と調停が非常に親和的であるという指摘もある。

「調停は、アスリート、クラブ、およびスポーツ団体にとって非常に効率的な紛争解決メカニズム

となる可能性があります。調停は、アスリートの短い職業生活や、小さなスポーツの世界でビジネ

ス関係を維持したいという願望など、スポーツ界の特殊性に対応することができます。」小さな緊密

な集団での「平和的な解決」という点は調停の利点といえる。調停の利点については、小川報告で

もその専門性、紛争解決にかる費用や解決の迅速性が指摘されているが、その他にも調停による当

事者の関係を維持・修復する可能性が高い点が挙げられる。また、団体の名声や評判を気にする場

合には、その秘匿性が守られる点で調停が優先される場合がある。

一方、調停にはいくつかの欠点も指摘されている。例えば、調停を行うことで必ず解決をもたら

すという保証がないことである。すべての当事者が、共通の根拠を見つけるために譲歩する意図な

しに調停プロセスに従事している場合、和解の可能性は低いとされている。ただ、全く調停が無意

味だったというわけではなく、調停を利用することで、自らの立場やニーズが明確になり、相手方

当事者の立場の違いを理解し、その違いを狭めることができ、調停で収集された情報が有益な結果

をもたらす場合もあるとされる。

では、調停に適さないスポーツ紛争はあるのであろうか。たとえば、CAS では、ドーピング違反

や懲戒処分などの一定の事件については調停の対象外としている。

「CAS の調停は、原則として契約上の紛争の解決のために行われます。ドーピング問題、八百長、

汚職などの懲戒問題に関連する紛争は、CAS 調停から除外されます。ただし、状況に応じて当事者

が明示的に合意した場合、他の懲戒事項に関連する紛争が CAS 調停に提出される場合があります。

（CAS 調停規則第 1 条）」。

一方、SDRCC では CAS のような制約はない。Godin 報告（スライド 9 ）でも触れているが、契

（ 3 ）

（ 4 ）

（ 5 ）

（ 6 ）
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約上の紛争、懲戒処分事案、ドーピング紛争、助成金紛争、代表選考、規則・ガバナンス等の紛争

が調停の対象となっている。

SDRCC は、「10 Years in Review」を発行し、2004年の設立から10年間における利用状況が報告

されている。紛争類型は、ドーピング関連が45% を占め、代表選考（26%）、助成金（11%）懲戒

事案（ 4 %）という結果となっている。また、SDRCC における ADR の割合は、仲裁（76%）、RF

（ 1 %）、調停（ 9 %）、Med/Arb（14%）という結果となっている。最近の報告書（2021年度事業報

告）によれば、78件の事件中、ドーピングが50% を占め、不適切な対応事例（暴力・ハラスメント

関連の事案）が約18% を占めていた。仲裁（54%）、調停（33%）、RF（15%）という結果となって

いる。調停や RF の活用が進んでいるのが伺える。なお、Godin 報告（スライド14）では、調停成功

率が30% と低下しているようにみえるが、Godin 氏によれば、任意の調停の場合には和解率が90%

以上であるということであった。

〇調停事案の紹介

Godin 氏報告では、いくつかの調停事案を紹介してもらった。

まず、助成金に関する紛争である。スポーツカナダは、アスリート支援プログラム（Athlete 

Assistance Program: AAP）を展開している。これは、各国内競技団体が提供する代表チームのト

レーニング、競技プログラムへの参加を認め、国際スポーツ大会への参加に係る費用の援助に加え、

生活費やトレーニング費用、授業料なども支援するという包括的なプログラムである。授業料のサ

ポートは、アスリートが高等教育を受けるのを支援することを目的としている。AAP は、アスリー

トに直接財政的支援を提供する唯一のスポーツカナダのプログラムである。この AAP サポートは

カーディングとも呼ばれ、この助成を受ける選手はカード付きアスリートと呼ばれる。スポーツカ

ナダによれば、毎年、90人以上のアスリートが AAP サポートを受けているということである。

事案は、大学生選手 A が競技団体からカードの付与が認められたことに対して、ベテラン選手 B

もカードの請求を求めた。B としてはオリンピックで最後の走りをしたいということが主な理由で

あった。このカードの特典としては、月給、授業料、高いレベルのコーチング、理学療法、施設へ

のアクセスが含まれていた。

A の要望としては、アルバイトを減らして競技生活に専念したいので、カード資格を得ることで

レベルの高いコーチの指導や専用施設の利用が可能となり、生活費や授業料に関する支援が受けら

れるということであった。一方の B の要望は、既に彼はコーチや施設利用の有資格であり、主とし

て財政的支援やカードアスリートとしての名誉を求めていた。そこで、調停では、協議に参加した

競技団体の役員から、将来性のある A についてはコーチや施設利用について特別の計らいをするこ

とが約束されため、残された問題は金銭的な問題のみとなり、そこで、助成金支給額を A、B 間で

それぞれが必要とする額を分け合うという形でこの問題は決着することとなった。

通常、仲裁であれば、A か B どちらが有資格者に相応しいかを証明する戦いとなり、最終的にど

ちらか一方にのみ資格付与を認めることになっていたはずである。しかし、調停を使うことで、両

者は権利主張ではなく、お互いのニーズを確認し合い、両者のニーズが満たされる形で事案を収束

（ 7 ）

（ 8 ）

（ 9 ）
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させることができたということである。

また、別の調停事案としてドーピング違反事件での紛争解決ファシリテーション（RF）活用例が

紹介された。RF 手続きでは、選手に対して仲裁廷での手続きなどの進め方や必要書類の入手等の

情報提供が主な目的となっている。しかし、過去には、この RF プロセスで、新たな証拠を発見し、

違反行為が取り消された事案もあったとのことである。また、選手によっては仲裁への控訴を放棄

し、次の大会出場に向け、より早期に資格停止の期間を開始してもらうための交渉も行われるよう

である。ドーピング違反事件での RF は争点の整理を含め、選手に手続きの流れを理解させること

ができ一定程度の成果がみられるようである。

その他に、代表選考の事案では、同じチーム内で 2 人の選手が代表枠 1 枠を争ってた事案が紹介

された。彼らは最後に残された 1 つの代表枠を競っていたが、実際に問題となっていたのは、遠征

費の助成枠であった。調停での各当事者との話し合いで分かってきたのは、彼らの共通の目標が、

「全ての選手の参加を大会に出場させ、誰れひとりとり残さない」ということであった。そこで、選

考から漏れた選手の家族が遠征費を支援するという形で遠征費の問題が解決され、選手の一人が個

人競技に参加し、もう一人が団体競技に参加するということでこの紛争は決着した。

これらのストーリーから分かるように、調停によって仲裁とは異なり、柔軟な解決策が案出され

ている。そこでは、ブレインストーミングとクリエイティビティが重要な鍵となっている。スポー

ツ界は非常に小さな世界であり、紛争当事者以外でも関係当事者が顔見知り同士の場合が多い。こ

れら関係者の協力によって紛争を解決できる場合も多いという。

カナダの特徴として、小川報告でも触れられていたが、調停が多くのスポーツ紛争で前置されて

おり、わが国では意外とされる分野でも調停が活用されている。

Godin 報告（スライド25）では、調停における 5 つのベストプラクティスを示している。

・紛争当事者の目的・目標、懸念事項（利害関係）を特定する。

・当事者にとって共通の重要な目標を使って当事者をひとつにまとめていく。

・クリエイティブになる。価値を生み出す方法を探る。

・ 現実的な問題にフォーカスする。これは、ブレインストーミングで出てくるアイディアの中でい

かに現実的なものを見出していくかという視点が重要であると解説されていた。

・ 法律は解答ではなく、リソースとして使用する。これは、当事者のどちらが正しいかという議論に

固執するのではなく、法的知識は必要ではあるが、それのみに頼るのではなく、当事者が納得す

る解決策をいかにして創造していくかが重要とされている。調停は、「法律家の才能を示すショー

ケース」というように、どれだけ解決策を見出していくかということが法律家としての腕の見せ

所といえようか。Godin 氏によれば、スポーツ調停は、商事調停などの専門的な分野に入ってい

くための調停者の訓練としても非常に優れているという。調停が活用されていない理由として、

多くの法律家がスポーツ調停に慣れていないとの指摘もあり、スポーツ調停の可能性を法曹界さ

らにスポーツ界にも知ってもらうことが肝要といえる。JSAA では、仲裁研究会を定期的に開催

されているが、スポーツ調停の研究会の実施も有用と考えられる。

（10）

（11）
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〇まとめに代えて

わが国の JSAA とカナダの SDRCC では、法定機関の有無など様々な点で異なるが、調停制度の

活用はスポーツ界にとっても有益であることは明らかである。今後、日本におけるスポーツ調停の

可能性を強く感じるとともに、スポーツ調停研究も進めていく必要があることを感じた。2003年に

JSAA が設立されて、20年が経過しようとしている。設立以来、調停がどの程度利用されてきたの

か明らかではないが、この20周年を機に、あらためてスポーツ調停の活用について考えてみる時期

にあるといえる。

Godin 報告の最後の方にスライドに猫が登場するが、これは彼の飼っている猫で、調停が行き詰っ

た時にはこの猫を見るのだそうです。息抜きといったところでしょうか。メディエーターはユーモ

アのセンスも忘れてはいけないということでしょう。

今回は、ハラスメント関係の調停については言及されていなかったが、懲戒事案でも調停は有効

に機能するケースもあり、今後、検討必要があると思われる。

今回のセミナーにおいて貴重なご報告を頂いた小川氏、Godin 氏には感謝申し上げるとともに、

セミナーご参加いただいた方々には心より感謝する次第である。

 （文責：石堂 典秀）

本研究の一部は JSPS 科研費19K01320の助成を受けたものです。

（ 1 ） SDRCC では36人の調停人がリストに掲載されている。ちなみに、スポーツ仲裁裁判所

（CAS）では44名の調停人がリストに掲載されているのに対して、JSAAのスポーツ調停人

候補者リストには206人が掲載されている。

（ 2）	 SDRCC,	Resolution	Facilitation	 «http://www.crdsc-sdrcc.ca/eng/dispute-resolution-

facilitation»

（ 3）	 Despina	Mavromati,	Mediation	of	sports-related	disputes:	facts,	statistics	and	prospects	

for	CAS	mediation	procedures,	CAS	Bulletin2015/2

（ 4 ）	 Ian	Blackshaw,	Settling	Sports	Disputes	by	CAS	Mediation,	CAS	Bulletin2014/1,	p.25

（ 5 ）	 Max	Duthie,	Experience	of	a	sports	lawyer	in	mediation,	CAS	Bulletin2014/1,	p.35.

（ 6 ）	 CAS の調停では、サッカー関連の事案が全体の65％を占めている。サッカー関連の調停

の内訳をみてみると、契約関係（25％）、移籍契約問題（64%）、代理人関係の問題（ 7％）、

懲戒事案（ 4％）という結果となっている（Mavromati,	p.30）

（ 7）	 ガバナンス案件とは、SDRCC によれば、「スポーツ組織における不適切な決定・選挙」、

「理事による権限の濫用」、「矛盾した規約の解釈」、「スポーツ組織の運営における利益相反

行為」「団体への加盟会員組織（クラブ、州組織など）の加盟所属や表彰」が問題となるよ

うである	«http://www.crdsc-sdrcc.ca/eng/governance»。

（ 8）	 SDRCC,	10	Years	 in	Review	«http://www.crdsc-sdrcc.ca/eng/documents/SDRCC_10_

Year_Review_EN_FR.pdf»
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（ 9）	調停事案については下記文献にも詳しく紹介されている（Paul	Denis	Godin,	Sport	

Mediation:	Mediating	High-Performance	Sports	Disputes,	Negotiation	Journal,	 January	

2017）

（10）	 Duthie,	supra	note	5,	p.34.

（11）	 Duthie,	supra	note	5,	p.31
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資料 １ 　Sports Dispute and Mediation
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資料 ２ 　Mediation in Sports Class Chukyo ppt 抄訳版
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